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秋は日没までの時間が早まり、歩行者にとって
危険な季節です。
歩行者は夜光反射材の着用、ドライバーは早め

のライト点灯を心がけ、夕暮れ時以降の交通事故
を防ぎましょう。

期間：令和６年１１月１日（金）～１１月１０日（日）

交通安全「互いに守る 思いやり」県民運動

高齢者の交通事故防止推進強化旬間
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１１月１日に道交法が改正され、自転車運転中の携帯電話の
使用と、酒気帯び運転の罰則が強化されます。

運転中の携帯電話の使用
●禁止行為
運転中の通話、画面注視など

○罰則
最大１年以下の懲役又は
３０万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助
●禁止行為
酒気帯び運転、自転車の提供、
酒類の提供、同乗など

○罰則
３年以下の懲役又は
５０万円以下の罰金など
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● 慣れた山でも家族等に行き先を必ず告げて、複数名で入山する
● 携帯電話を持って行き、登山アプリやＧPS機能を有効にする
携帯電話の電池切れに備えて、予備バッテリーも持って行く

● 道に迷ったら来た道を戻り、分からなければ見晴らしの良い場所
で救助を要請する

● 急斜面は滑落しやすいので、ヘルメットや命綱を使用する
● 短時間の入山予定でも、食料や水のほか、天候の急変に備えて
雨具や防寒具を準備する

● クマとの鉢合わせを防ぐため、クマ鈴、ホイッスル、ラジオ等を
携行する

＋１や、＋４４などから始まる番号、たとえば
＋１３１２３４５６７８
＋４４６９８７６５４３２

このような表示の電話には出ないでください。
かけ直しもしないでください。

国際電話番号による詐欺が急増中！

海外との電話が不要な方は、国際電話の発信・着信を無償で休止すること
が可能です。
（固定電話、ひかり電話が対象です。その他一定の条件がありますので、
詳しくは申込みの際にご確認ください。）

詳しくはこちらから

国際電話を無償で休止できます。


